
 

①市の基本方針について出された意見 

 

 市の基本方針「体育館機能は整備せず、施設規模は 1,200 ㎡程度とする」 

 

 

 

 

 

 

(a)体育館機能を整備しないことについて 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

(b)施設規模を 1,200 ㎡程度とすることについて 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(c)多目的ホール 200 ㎡程度について 
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②公民館、図書館、総合支所の３つの機能のつながり方について出された意見 

公民館、図書館、総合支所の、３つの機能のつながり方について、紙上ワークショッ

プで示したタイプＡ、タイプＢの２つの考え方について、出された意見を以下に示す。 

 

(a)タイプＡ展開案について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)タイプＢ展開案について 
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③総合支所の規模の検討 

 各空間の規模に関しては、配置される職員数から総務省地方債同意等基準（人口５万人

未満の市町村）と新営一般庁舎面積算定基準による面積算定（表－○）を基に試算してい

る。 

 

 

 

表－〇 総務省地方債同意等基準（人口５万人未満の市町村） 

および新営一般庁舎面積算定基準による面積算定  

  総務省地方債同意等基準 新営一般庁舎面積算定基準 

室名 区分 職員数 基準面積 標準面積 職員数 基準面積 標準面積 

①事務室 

総合 

窓口課 

部長・次長級 1 11.25 11.25 1 8.25 8.25 

課長補佐 

・係長級 
3 8.10 24.30 3 5.94 17.82 

一般職員 4 4.50 18.00 4 3.30 13.20 

臨時職員 3 4.50 13.50 3 3.30 9.90 

小計 11   67.05 11   49.17 

健康 

増進課 

課長補佐 

・係長級 
1 8.10 8.10 1 5.94 5.94 

小計 1   8.10 1   5.94 

建設 

農林部 

分室 

課長・主幹級 1 8.10 8.10 1 5.94 5.94 

臨時職員他 2 4.50 9.00 2 3.30 6.60 

小計 3   17.10 3   12.54 

上下 

水道局 

分室 

課長補佐 

・係長級 
2 8.10 16.20 2 5.94 11.88 

一般職員 1 4.50 4.50 1 3.30 3.30 

臨時職員 1 4.50 4.50 1 3.30 3.30 

小計 4   25.20 2   18.48 

事務室合計 19   117.45 19   86.13 

②小会議室等 

職員数×7 ㎡ 

（電算室、トイレ等

含む） 

133.00 小会議室のみ  40.00 

③倉庫 事務所面積×13％ 15.27 事務所面積×13％ 11.20 

④宿直室 
 

- 1 人までは 10 ㎡ 10.00 

⑤湯沸かし室 
 

- 6.5～13 ㎡ 6.50 

⑥便所及び洗面所 
 

- 25 人未満 26.00 

⑦機械室 
 

- 小規模庁舎 50.00 

⑧電気室 
 

- 
 

45.00 

合計   265.72   274.83 
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